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地区健康講話の様子
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市内スーパーでの啓発表示
朝市会場で行われる炉端焼き お浜降り全国的に有名な赤貝

人気のせり鍋

雷神山古墳

昨年 4 月にオープンしたかわまちてらす閖上

現　

状

名
取
市
の
特
定
健
康
診
査
結
果
で
は
、
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該
当
者
、
ヘ
モ

グ
ロ
ビ
ン
A1c
有
所
見
者
、
非
肥
満
高
血
糖
値

者
が
県
平
均
よ
り
も
高
い
状
況
で
す
。
医
療

費
で
み
る
と
、
国
保
加
入
者
一
人
当
た
り
医

療
費
と
、
総
医
療
費
に
占
め
る
生
活
習
慣

病
の
医
療
費
の
割
合
は
年
々
減
少
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
糖
尿
病
医
療
費
の
割
合
は
増

加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
糖
尿
病
の
重
症
化

予
防
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
受
診
率	

向
上
に
向
け
て

特
定
健
診
受
診
率
は
50
％
前
後
で
推
移

し
て
い
ま
す
。
健
診
未
受
診
者
は
受
診
者

と
比
較
す
る
と
4.8
倍
医
療
費
が
高
い
状
況

で
す
。
健
診
受
診
に
よ
り
重
い
病
気
に
つ

な
が
る
前
に
予
防
が
で
き
、
自
身
の
健
康

管
理
に
役
立
つ
ば
か
り
か
、
国
保
事
業
・

財
政
に
も
良
好
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
集
団
健
診
に
加
え
個
別

健
診
の
実
施
の
他
、
人
間
ド
ッ
ク
・
職
場

健
診
・
か
か
り
つ
け
医
で
の
検
査
結
果
の

提
出
、
ワ
ン
コ
イ
ン
（
５
０
０
円
）
料
金

で
の
実
施
（
※
）、
未
受
診
者
へ
の
個
別
受

診
勧
奨
に
よ
り
受
診
率
維
持
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
集
団
健
診
の
会
場
で
、

健
診
の
必
要
性
や
血
管
内
皮
障
害
等
に
つ

い
て
健
康
教
育
を
実
施
し
、
継
続
的
な
健

診
受
診
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。

※�

健
診
受
診
時
の
自
己
負
担
額
が
、
集
団
健
診
・

個
別
健
診
と
も
に
５
０
０
円
。

保
健
事
業
の	

取
組
み
に
つ
い
て

健
診
デ
ー
タ
に
基
づ
き
保
健
師
・
栄
養

士
が
個
別
に
訪
問
し
た
り
、
地
域
で
行
わ

れ
る
健
康
教
育
の
場
で
体
の
な
か
で
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
住
民
自
身
が

自
分
の
健
康
状
態
を
理
解
し
、
改
善
に
取

り
組
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
働
き
掛
け
て
い

ま
す
。
健
診
デ
ー
タ
は
生
活
実
態
を
反
映

し
て
お
り
、
要
因
が
予
測
で
き
る
住
民
は

予
防
に
努
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

保
健
指
導
の
対
象
は
特
定
保
健
指
導
該

当
者
の
ほ
か
に
、
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化

予
防
事
業
該
当
者
、
血
糖
値
が
境
界
レ
ベ

ル
（
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
A1c�

6.0
～
6.4
％
）
の
方
、

血
圧
や
脂
質
等
検
査
項
目
が
要
治
療
・
受

診
の
方
、さ
ら
に
25
～
39
歳
の
方
へ
も
行
っ

て
い
ま
す
。

特
に
、
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
事

業
で
は
、
地
区
毎
に
糖
尿
病
管
理
台
帳
を

作
成
し
、
経
年
で
健
診
結
果
や
服
薬
状
況
、

合
併
症
の
有
無
等
を
見
て
、
治
療
が
中
断

し
て
い
な
い
か
、
血
糖
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
状

況
な
ど
確
認
し
行
っ
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
、

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
A1c�

7.0
％
以
上
の
未
治
療
者

の
割
合
が
年
々
減
少
し
て
き
ま
し
た
。（
図
）。

ま
た
、令
和
元
年
度
よ
り「
元
気
な
と
り
」

減
塩
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
他
部

局
と
も
連
携
し
地
域
ぐ
る
み
で
減
塩
対
策

に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
後
も
、
市

民
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
健
康
状
態
を
把

握
し
つ
つ
、
主
体
的
に
健
康
づ
く
り
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推

進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
保
の
状
況

本
市
の
人
口
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響

に
よ
り
一
時
は
減
少
し
た
も
の
の
復
興
に

合
わ
せ
て
増
加
を
続
け
約
８
万
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。
国
保
加
入
割
合
は
県
平
均
よ
り

低
く
、
比
較
的
収
入
が
安
定
し
た
世
帯
が

多
い
た
め
国
保
税
の
減
免
世
帯
が
少
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成
30
年
度
に
お
け
る

一
人
当
た
り
の
保
険
税
額
は
県
内
で
２
番

目
に
高
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
医

療
費
適
正
化
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ
と

に
よ
り
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
減
少
傾

向
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
総
医
療
費
に

占
め
る
糖
尿
病
医
療
費
の
割
合
が
増
加
し

て
い
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

名取市
愛されるふるさと なとり　 〜共に創る 未来へつなぐ〜
名取市は宮城県の南東部に位置し、東北最大の前方後円墳「雷神山古墳」
が物語るように、古来より気候・風土に恵まれた暮らしやすいまちです。
震災で被災した沿岸部も新しいまちに生まれ変わり「ゆりあげ港朝市」
や「かわまちてらす閖上」などは買い物客で賑わっています。

名
取
市
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険

事
業
は
、
保
険
年
金
課
、
保
健
セ
ン

タ
ー
、
税
務
課
の
３
課
で
運
営
し
て

い
ま
す
。

保
険
年
金
課
で
は
、
国
保
の
資
格

管
理
や
国
保
税
の
賦
課
、
各
種
保
険

給
付
に
関
す
る
業
務
を
行
い
、
資
格

の
適
用
や
医
療
費
、
保
険
給
付
の
適

正
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
後

期
高
齢
者
医
療
や
国
民
年
金
に
関
す

る
事
業
も
行
っ
て
い
ま
す
。

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
国
保
の
特

定
保
健
指
導
を
含
む
生
活
習
慣
病
の

発
症
予
防
・
重
症
化
予
防
に
関
す

る
事
業
の
ほ
か
、
乳
幼
児
健
診
な
ど

の
母
子
保
健
や
各
種
が
ん
検
診
な
ど

様
々
な
保
健
事
業
を
展
開
し
、
市
民

の
健
康
に
関
す
る
業
務
を
行
っ
て
い

ま
す
。

税
務
課
で
は
、
市
民
税
等
の
賦
課

徴
収
に
あ
わ
せ
て
、
国
保
税
の
収
納

業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
収
納
率
の

向
上
の
た
め
徴
収
強
化
の
取
り
組
み

を
行
う
と
と
も
に
口
座
振
替
の
促
進

を
行
っ
て
い
ま
す
。

各
担
当
課
が
専
門
性
を
生
か
し
連

携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定
し
た
適

正
な
国
保
事
業
の
運
営
を
行
い
な
が

ら
市
民
の
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

国
保
主
管
課
の
紹
介

H30年度末 R元年度末

市の人口 人 78,672 79,262

国保世帯数 世帯 8,233 8,209

国保加入割合（被保険者数割） ％ 17.12 16.85

収納率（現年分） ％ 94.52 94.89

被保険者数 人 13,466 13,354

１人当たり医療費 円 379,175 372,566

特定健診受診率 ％ 49.0 49.9

市の国保の概況

名取市マスコットキャラクター
「カーナくん」

国保の

なかまたち

Kokuho no Nakama

わがまちの取り組み
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宮城県だより

保険者努力支援制度の最新動向

市町村分（500億円程度）

市町村分（500億円程度）

７
月
号
に
お
い
て
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の
都

道
府
県
分
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
10
月

号
に
お
い
て
は
市
町
村
分
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

市
町
村
分
に
お
い
て
も
都
道
府
県
分
同
様
、
医

療
費
適
正
化
や
糖
尿
病
等
の
重
症
化
予
防
な
ど

の
市
町
村
の
取
組
状
況
を
国
が
評
価
し
、
そ
の
結

果
に
応
じ
て
国
が
支
援
金
を
交
付
し
ま
す
（
都
道

府
県
分
・
市
町
村
分
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
全
国
で

５
０
０
億
円
の
計
１
０
０
０
億
円
）。

２
０
２
０
年
度
市
町
村
分
の
評
価
（
２
０
１
９
年

度
の
取
組
等
が
評
価
対
象
）
は
、
他
の
保
険
者
に

も
「
共
通
」
の
指
標
で
あ
る
「
特
定
健
診
・
特
定

保
健
指
導
の
実
施
率
」「
糖
尿
病
等
の
重
症
化
予
防
」

「
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
」
な
ど
６
つ
の
指
標
と

国
民
健
康
保
険
「
固
有
」
の
指
標
で
あ
る
「
収
納

率
向
上
」「
医
療
費
の
分
析
等
」
な
ど
６
つ
の
指
標

の
合
計
12
の
指
標
（
配
点
合
計
９
９
５
点
）
に
つ

い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

厚
生
労
働
省
が
２
月
に
公
表
し
た
２
０
１
９
年

度
の
取
組
等
に
関
す
る
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の

評
価
結
果
の
速
報
値
に
よ
れ
ば
、
本
県
の
評
価
点

は
、
市
町
村
分
で
全
国
９
位
（
前
年
度
24
位
）、
平

均
獲
得
点
数
割
合
に
つ
い
て
は
62
・
3
％
（
前
年
度

59
・
0
％
）
に
上
昇
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
本
県
に
お
け
る
市
町
村
分
の
被

保
険
者
数
一
人
当
た
り
の
交
付
額
は
全
国
11
番

目
と
な
る
２
０
７
０
円
（
前
年
度
１
９
４
５
円
。

１
２
５
円
の
上
昇
、
前
年
度
比
106
・
4
％
。）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

今
回
、
評
価
が
向
上
し
た
要
因
と
し
て
は
、

２
０
１
９
年
度
の
取
組
状
況
を
市
町
村
ご
と
に
評

価
す
る
と
と
も
に
、
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
を
通

じ
て
先
進
・
優
良
事
例
の
横
展
開
を
積
極
的
に
図
っ

た
ほ
か
、
宮
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か

ら
適
切
な
助
言
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
ウ
ィ
ー

ク
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
関
す
る
認
識
を
共
有
で
き
た

こ
と
、
取
組
実
績
に
応
じ
た
得
点
を
確
実
に
獲
得

で
き
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し

て
交
付
額
が
増
加
し
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

県
と
し
ま
し
て
は
、
市
町
村
分
に
つ
い
て
は
、

全
国
順
位
が
24
位
か
ら
９
位
へ
上
昇
し
一
定
の
向

上
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
引
き
続
き
市
町
村
の
医

療
費
適
正
化
、
予
防
・
健
康
づ
く
り
な
ど
の
取
組

状
況
の
評
価
を
上
げ
る
た
め
の
計
画
的
な
取
組
が

必
要
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
国
の
評

価
を
参
考
に
、
今
後
も
県
と
市
町
村
が
一
体
と
な
っ

て
さ
ら
な
る
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
、
評
価
向
上

を
図
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

県
で
は
、
今
後
も
こ
の
紙
面
を
活
用
し
、
評
価
向

上
の
た
め
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
が
、
本
県
の
健
康
づ
く
り
の
推
進

と
評
価
向
上
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
保
険
者
と
被

保
険
者
の
皆
様
の
御
理
解
、
御
協
力
が
不
可
欠
で
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

�

（
宮
城
県
国
保
医
療
課
）

保
険
者
努
力
支
援
制
度
へ
の

　
　
　
　
　
本
県
の
取
組
状
況
等
②

�
[

市
町
村
分]

2020 年度の保険者努力支援制度（全体像）
保険者共通の指標 国保固有の指標

指標①	 	特定健診 ･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム
該当者及び予備群の減少率	 	
● 特定健診受診率・特定保健指導受診率	 	
● メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 190 点

指標①	 	収納率向上に関する取組の実施状況	 	
● 保険料（税）収納率	 	
※過年度分を含む

100 点
指標②	 	特定健診 ･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等

に基づく受診勧奨等の取組の実施状況	 	
● がん検診受診率　　 ● 歯科健診受診率　 70 点

指標②	 	医療費の分析等に関する取組の実施状況	 	
● データヘルス計画の実施状況　

40 点
指標③	 	糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況	 	

● 重症化予防の取組の実施状況 120 点
指標③	 	給付の適正化に関する取組の実施状況	 	

● 医療費通知の取組の実施状況 25 点
指標④	 	広く加入者に対して行う予防 ･健康づくりの取組の実施状況	 	

● 個人へのインセンティブの提供の実施	 	
● 個人への分かりやすい情報提供の実施 110 点

指標④	 	地域包括ケアの推進に関する取組の実施状況		
● 国保の視点からの地域包括ケア推進の取組

25 点
指標⑤	 	加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況	 	

● 重複・多剤投与者に対する取組 50 点
指標⑤	 	第三者求償の取組の実施状況	 	

● 第三者求償の取組状況 40 点
指標⑥	 	後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況	 	

● 後発医薬品の促進の取組・使用割合
130 点

指標⑥	 	適正かつ健全な事業運営の実施状況	 	
● 適切かつ健全な事業運営の実施状況	 	
● 法定外繰入の解消等 95 点

合計 995 点
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2020 年度保険者努力支援制度（市町村分）
都道府県別平均獲得点　995点満点

市 町 村 R2年度 R元年度
仙 台 市 18 4
石 巻 市 12 13
塩 竈 市 20 17
気 仙 沼 市 33 22
白 石 市 24 26
名 取 市 8 9
角 田 市 29 2
多 賀 城 市 3 19
岩 沼 市 16 23
蔵 王 町 22 16
七 ヶ 宿 町 14 34
大 河 原 町 29 28
村 田 町 28 25
柴 田 町 9 10
川 崎 町 13 1
丸 森 町 2 24
亘 理 町 11 5
山 元 町 7 6
松 島 町 4 14
七 ヶ 浜 町 5 8
利 府 町 21 18
大 和 町 15 27
大 郷 町 10 32
富 谷 市 19 7
大 衡 村 27 33
色 麻 町 17 15
涌 谷 町 32 12
女 川 町 1 3
加 美 町 24 11
栗 原 市 31 35
登 米 市 24 19
東 松 島 市 23 29
美 里 町 35 31
南 三 陸 町 5 21
大 崎 市 34 30

市町村別獲得点
獲得点順位
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武
たけ

田
だ

俊
とし

彦
ひこ

一
部
負
担
金
と
錨い

か
り

の
効
果

行
動
経
済
学
の
ブ
ー
ム
の
き
っ
か
け
に

な
っ
た
と
い
う
本
を
読
ん
で
み
た
。「
予
想

通
り
に
不
合
理
」
と
い
う
不
思
議
な
タ
イ

ト
ル
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
本
は
、
経
済

学
は
合
理
的
に
判
断
す
る
人
間
と
い
う
の

を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
人

は
不
合
理
な
行
動
を
取
っ
て
し
ま
う
の
か
、

様
々
な
実
験
で
実
証
し
て
お
り
、
な
ん
と

も
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
医
療
費
に
対
す

る
施
策
の
歴
史
・
経
験
に
よ
く
当
て
は
ま

る
、
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。

行
動
経
済
学
に
は
ア
ン
カ
ー
と
い
う
概

念
が
あ
る
そ
う
だ
。
ア
ン
カ
ー
は
船
が
港

に
着
い
た
と
き
の
錨
の
意
味
と
し
か
知
ら

な
か
っ
た
が
、
我
々
が
価
格
を
考
え
る
と

き
に
各
自
基
準
と
な
る
錨
を
持
っ
て
い
る

そ
う
だ
。刷
り
込
ま
れ
た
価
格（
ア
ン
カ
ー
）

を
基
に
消
費
者
は
そ
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

が
高
い
か
安
い
か
考
え
て
購
入
し
て
お
り

価
格
が
上
が
る
と
、
消
費
者
は
驚
い
て
消

費
を
手
控
え
る
が
、
時
間
が
経
つ
と
新
し

い
価
格
を
ア
ン
カ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
、

元
に
戻
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

ま
た
、
価
格
が
付
い
て
い
る
う
ち
は
的

確
に
判
断
で
き
て
い
る
消
費
者
が
、
無
料

と
な
る
と
い
か
に
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て

し
ま
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い

る
。
十
分
安
く
て
お
得
な
リ
ン
ツ
チ
ョ
コ

よ
り
無
料
の
ハ
ー
シ
ー
ズ
キ
ス
チ
ョ
コ
を

選
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
実
例
は
、
チ
ョ
コ

好
き
と
し
て
は
大
い
に
興
味
を
持
っ
た
。

こ
う
い
う
研
究
結
果
は
、
知
ら
ず
知
ら

ず
に
社
会
に
浸
透
し
て
い
る
。
そ
う
、
知

ら
ず
知
ら
ず
に
行
動
が
左
右
さ
れ
る
の
が

こ
の
方
法
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
怖

い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
厚
生
労
働
省
も
、

最
近
は
「
自
然
に
健
康
に
な
れ
る
環
境
づ

く
り
」
を
提
唱
し
て
い
る
（
健
康
寿
命
延

伸
プ
ラ
ン
を
参
照
）
し
、
経
済
産
業
省

は
、「
ナ
ッ
ジ
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て

い
る
（
昨
年
9
月
の
産
業
構
造
審
議
会
に�

「
ナ
ッ
ジ
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で
﹃
賢
い
選

択
﹄
を
応
援
」
と
い
う
資
料
が
提
出
さ
れ

て
い
る
）。
こ
れ
ら
は
、
予
防
や
健
康
づ
く

り
へ
の
応
用
だ
が
、
私
が
思
い
出
し
た
の

は
、
医
療
費
と
い
う
、
医
療
保
険
の
一
番

大
き
な
課
題
の
こ
と
で
あ
る
。

医
療
費
を
一
定
の
範
囲
に
抑
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
こ
れ
は
医
療
保
険
制
度
が

で
き
た
と
き
か
ら
の
課
題
で
、
世
界
中
ど

こ
の
国
も
悩
ん
で
い
る
問
題
だ
。
我
が
国

に
お
い
て
も
、
医
療
保
険
制
度
の
あ
り
方

を
巡
っ
て
激
し
い
論
戦
が
続
い
て
き
た
。

昭
和
59
年
の
国
会
は
健
保
国
会
と
呼
ば

れ
、
健
康
保
険
本
人
一
割
負
担
の
導
入
の

是
非
を
巡
っ
て
国
会
は
大
荒
れ
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
自
己
負
担
は
引
き
上
げ
ら
れ
、�

一
割
か
ら
二
割
に
、
さ
ら
に
三
割
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
特
に
三
割
負
担
の
導
入
を

巡
っ
て
は
、
与
党
内
で
大
き
な
異
論
が
出

て
、
政
府
・
与
党
の
調
整
は
難
航
し
た
が
、

結
果
的
に
は
三
割
負
担
以
上
に
自
己
負
担

を
引
き
上
げ
な
い
と
い
う
附
則
が
法
律
に

盛
り
込
ま
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

さ
て
、
一
体
自
己
負
担
は
ど
う
い
う
水

準
が
望
ま
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
国
際
比
較

を
す
れ
ば
、
我
が
国
の
自
己
負
担
は
む
し

ろ
高
い
方
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
。
昭
和
59
年

以
来
、
医
療
保
険
制
度
を
所
管
す
る
厚
生

労
働
省
の
中
で
は
、
経
験
的
に
「
一
部
負

担
は
一
時
的
に
受
診
の
適
正
化
を
促
す
が
、

効
果
は
持
続
し
な
い
傾
向
が
あ
る
」
と
い

う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
行
動
経
済
学

の
考
え
方
で
言
え
ば
、
一
割
か
ら
二
割
、

三
割
と
自
己
負
担
レ
ベ
ル
が
変
わ
る
た
び

に
、
そ
の
う
ち
錨
が
新
し
い
水
準
に
降
ろ

さ
れ
、
も
と
の
受
診
パ
タ
ー
ン
に
戻
っ
て

い
く
、
と
い
う
理
論
通
り
の
結
果
だ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
ま
で

あ
と
数
年
し
か
な
い
。
財
源
問
題
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
受
け
た
い
だ
け
医
療
を
受

け
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
医
師
を
い
く
ら

増
や
し
て
も
医
療
体
制
そ
の
も
の
が
行
き

詰
ま
る
。
そ
し
て
、
自
己
負
担
だ
け
で
問

題
は
解
決
し
な
い
と
心
得
る
べ
き
だ
。

地
域
包
括
ケ
ア
、
在
宅
医
療
の
推
進
で

は
、
患
者
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
医
療
・

ケ
ア
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ

が
結
果
的
に
は
医
療
費
の
抑
制
に
繋
が
る

こ
と
は
現
場
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
主

治
医
が
決
ま
り
、
多
職
種
で
本
人
の
望
み

を
支
え
る
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が

中
長
期
的
に
は
望
ま
し
い
医
療
費
水
準
を

実
現
さ
せ
て
い
く
。
こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム

を
国
民
全
員
が
持
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
、
最
も
効
果
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言

葉
が
あ
る
。
W
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）

の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
自
分
自
身
の
健
康

に
責
任
を
持
ち
、
軽
度
な
身
体
の
不
調
は

自
分
で
手
当
て
す
る
こ
と
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
最
近

い
わ
ゆ
る
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
も
導
入
さ
れ
、
政
府
と
し
て
も
自
分
で�

一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
て
服
薬
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
な
か
進

ん
で
い
な
い
。
医
療
保
険
が
薬
を
も
ら
う

た
め
安
易
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘

も
あ
る
。

現
在
、
一
般
用
医
薬
品
の
市
場
規
模
は

医
療
用
医
薬
品
の
10
分
の
１
で
し
か
な
い
。

一
般
用
医
薬
品
に
ド
リ
ン
ク
剤
等
の
指
定

医
薬
部
外
品
を
含
め
て
も
、
民
間
調
査
機

関
推
計
で
約
８
３
０
０
億
円
だ
が
、
医
薬

品
全
体
は
約
10
兆
円
で
あ
る
。
か
つ
て
の

市
場
シ
ェ
ア
は
も
っ
と
大
き
か
っ
た
が
、

皆
保
険
達
成
後
急
速
に
医
療
用
医
薬
品
の

シ
ェ
ア
が
拡
大
し
た
。
そ
れ
だ
け
医
療�

機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
改
善
し
た
こ
と
は

評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
行
き
過
ぎ
も
懸

念
さ
れ
、
薬
を
も
ら
う
た
め
に
医
療
機
関

を
受
診
す
る
、
薬
を
出
し
て
く
れ
る
医
療

機
関
を
探
す
、
と
い
う
こ
と
も
稀
な
事
例

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
医
療
保
険
財
政
へ
の
悪
影
響

と
い
う
意
味
で
大
き
な
問
題
と
言
え
る
が
、

医
療
の
利
用
の
仕
方
と
い
う
意
味
に
お
け

る
問
題
で
も
あ
る
。
皆
保
険
制
度
が
国
民

の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
た
功
績

は
大
き
い
が
、
皆
保
険
制
度
と
い
う
貴
重

な
財
産
を
後
世
に
残
し
て
い
く
た
め
に
も
、

患
者
の
側
も
自
分
の
健
康
を
自
分
で
考
え

る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
医
薬
品
に
関
し
て
の
正
し
い
知

識
が
必
要
で
あ
る
。
医
師
が
処
方
す
る
医

療
用
医
薬
品
の
方
が
一
般
用
医
薬
品
よ
り

も
切
れ
味
が
い
い
、
と
い
う
印
象
が
一
般
的

だ
と
思
う
が
、
今
や
薬
局
で
売
ら
れ
て
い
る

薬
の
多
く
が
医
療
用
医
薬
品
だ
っ
た
成
分

を
用
い
て
い
る
。
医
療
用
成
分
を
一
般
用
医

薬
品
に
ス
イ
ッ
チ
し
て
用
い
る
、
と
い
う
意

味
で
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
T
Ｃ
と
呼
ば
れ
て
い
る�

こ
れ
ら
の
製
品
は
、
実
は
簡
単
に
見
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
税
・
控
除
対
象
と
の
マ
ー
ク
が

外
箱
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
、

税
控
除
の
対
象
製
品
は
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
T
Ｃ

医
薬
品
な
の
で
あ
る
。
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
T
Ｃ

医
薬
品
だ
け
で
は
対
象
が
少
な
す
ぎ
る
と

の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
今
年
7
月
現
在
で

１
７
４
４
品
目
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
多

様
さ
を
知
る
に
は
、
薬
局
で
実
際
に
手
に

と
っ
て
見
れ
ば
い
い
。必
要
な
薬
が
分
か
っ

て
い
れ
ば
、
一
般
用
医
薬
品
は
最
も
早
く

手
に
入
れ
ら
れ
る
。

ま
た
、
薬
に
関
し
て
専
門
家
に
相
談
を

行
う
事
も
大
切
で
あ
る
。
健
康
サ
ポ
ー
ト

薬
局
と
い
う
認
定
制
度
が
始
ま
っ
て
い
て
、

調
剤
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
用
医
薬
品
も

含
め
て
薬
の
相
談
に
幅
広
く
応
じ
て
も
ら

え
る
。
そ
の
数
も
増
え
つ
つ
あ
る
。

そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
軽
度
の
症
状
で

あ
っ
て
も
、
重
大
な
病
気
が
隠
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
り
、
必
要
な
時
に
は
医
師
の
受

診
を
た
め
ら
っ
て
は
い
け
な
い
。
高
齢
化

に
伴
い
、
医
師
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
暮

ら
す
人
も
増
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
場

合
は
、
自
己
判
断
で
医
薬
品
を
買
う
こ
と

は
危
険
な
場
合
も
あ
る
。
多
く
の
医
師
に

か
か
る
と
、
重
複
投
薬
の
恐
れ
も
出
て
く

る
。
何
で
も
相
談
で
き
る
か
か
り
つ
け
医

を
持
つ
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

薬
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
に
医
療
の
か
か
り
方
を
考
え
る

こ
と
に
通
じ
る
。
医
師
の
説
明
を
よ
く
聞

い
た
上
で
、
必
要
以
上
に
医
療
に
頼
ら
な

い
、
健
康
に
関
す
る
自
覚
を
持
っ
た
賢
い

患
者
に
な
る
。
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
、
単
に
医
師
に
か
か
ら
ず
薬
局
に
行

こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
賢
い
患
者
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
だ
と
思
う
。

医
療
保
険
の
問
題
は
、
難
し
い
。
保
険

財
政
が
黒
字
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
患
者
が

必
要
な
医
療
が
受
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
は
い
け
な
い
が
、
国
民
が
医
療
を

思
う
ま
ま
に
受
け
て
、
そ
れ
で
医
療
体
制

や
財
政
が
破
綻
し
た
と
い
う
こ
と
が
起
き

て
も
い
け
な
い
。
皆
保
険
は
、
貴
重
な
財

産
と
し
て
守
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
賢
い
患

者
に
な
る
、
賢
い
医
療
の
か
か
り
方
を
考

え
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え

る
次
第
で
あ
る
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
医
療
の
か
か
り
方
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論 説後
期
高
齢
者
の

  

特
性
を
踏
ま
え
た
保
健
事
業

�

一
般
介
護
予
防
事
業
と
の
一
体
的
な
実
施

東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所
　
研
究
部
長
　
石
崎
達
郎

２
０
２
０
年
（
令
和
2
年
）
4
月
か
ら
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の

一
体
的
な
実
施
（
以
下
、
一
体
的
実
施
と
省
略
）
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
、
広
域
連
合
と
省
略
）
か
ら
の
委
託
に
基
づ

い
て
、
市
町
村
が
後
期
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
保
健
事
業
を
、
国
民
健
康
保
険

の
保
健
事
業
や
一
般
介
護
予
防
事
業
等
と
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
で
、
健
康

寿
命
が
延
伸
さ
れ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
老
人
保
健
法

に
お
け
る
保
健
事
業
、
後
期
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
新
し
い
保
健
事
業
、
後
期

高
齢
者
の
保
健
指
導
と
介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
に
つ
い
て
概
説
し
た
後
に
、

後
期
高
齢
者
の
質
問
票
を
紹
介
す
る
。

1
　 

こ
れ
ま
で
の
高
齢
者
の 

保
健
事
業

１
９
８
３
年
（
昭
和
58
年
）、
老
人
保
健
法
の
も
と
で�

40
歳
以
上
を
対
象
と
す
る
健
康
診
査
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の

保
健
事
業
は
、
一
次
予
防
の
健
康
教
育
か
ら
、
生
活
習
慣
病

（
高
血
圧
、
糖
尿
病
、
肝
臓
疾
患
等
）
の
二
次
予
防
（
早
期

発
見
・
早
期
治
療
）
を
目
的
と
す
る
健
康
診
査
、
そ
し
て
三

次
予
防
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
を
含
む
、
包
括
的
な

事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
健
康
診
査
の
効
果
は
直
接
的
に
は
評

価
さ
れ
て
い
な
い
が
、
健
康
診
査
で
発
見
さ
れ
た
重
度
の
高

血
圧
・
糖
尿
病
等
を
抱
え
る
未
治
療
者
を
医
療
へ
つ
な
げ
た

こ
と
で
、
動
脈
硬
化
性
疾
患
の
重
症
化
予
防
と
死
亡
率
減
少

に
寄
与
し
た
と
す
る
報
告
が
あ
る
。

老
人
保
健
法
の
保
健
事
業
は
5
年
ご
と
に
内
容
が
見
直

さ
れ
て
い
た
。
２
０
０
０
年
度
（
平
成
12
年
度
）
か
ら
の
第

4
次
計
画
で
は
健
康
寿
命
延
伸
も
重
点
的
な
目
標
に
加
え
ら

れ
、
重
点
事
項
と
し
て
要
介
護
化
の
予
防
が
盛
り
込
ま
れ
、

健
康
度
評
価
の
一
つ
に
生
活
機
能
に
関
す
る
総
合
的
な
評
価

の
実
施
が
加
わ
っ
た
。
介
護
保
険
制
度
の
実
施
と
並
行
し

て
、
保
健
事
業
に
お
い
て
も
高
齢
者
の
生
活
機
能
の
自
立
維

持
を
目
標
と
す
る
画
期
的
な
内
容
で
あ
り
、
２
０
０
５
年
度�

（
平
成
17
年
度
）
か
ら
の
第
5
次
計
画
に
お
い
て
、
高
齢
者
の

保
健
事
業
の
深
化
が
期
待
さ
れ
た
が
、
当
時
は
医
療
費
適
正

化
を
目
指
す
医
療
制
度
改
革
の
真
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、以
降
、単
年
度
ご
と
の
第
4
次
計
画
の
継
続
と
な
っ
た
。

医
療
制
度
改
革
の
結
果
、
老
人
保
健
法
は
高
齢
者
の
医
療

を
確
保
す
る
法
律
（
以
下
、高
確
法
と
省
略
）
に
改
正
さ
れ
、

２
０
０
８
年
（
平
成
20
年
）
4
月
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

が
開
始
さ
れ
た
。
高
確
法
に
お
け
る
保
健
事
業
は
、
40
歳
か

ら
74
歳
ま
で
を
対
象
に
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
の
た
め
に�

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
が
中
心

で
あ
り
、
75
歳
以
上
に
対
し
て
は
、
広
域
連
合
の
努
力
義
務
と

し
て
特
定
健
康
診
査
に
準
じ
た
内
容
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
い
て
市
町
村
が
実
施
す
る
生

活
機
能
評
価
と
の
共
同
実
施
が
原
則
と
さ
れ
、
生
活
機
能
評

価
は
高
齢
者
の
保
健
事
業
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
年
）
4
月
以
降
、
75
歳
以
上
の
高

齢
者
の
健
康
診
査
は
特
定
健
康
診
査
と
同
じ
内
容
と
な
っ
た

が
、
後
期
高
齢
者
の
多
く
は
、
健
康
診
査
を
受
け
る
時
点
で

既
に
生
活
習
慣
病
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
慢
性
疾
患
を
抱

え
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
薬
物
治
療
を
受
け
て
い
る
。

健
康
診
査
の
目
的
が
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
に
着
目
し
た
生

活
習
慣
病
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
と
な
っ
た
こ
と
で
、
生

活
習
慣
病
を
抱
え
て
既
に
治
療
を
受
け
て
い
る
後
期
高
齢
者

に
と
っ
て
、
こ
の
健
康
診
査
の
意
義
は
乏
し
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

2
　 

高
齢
者
の
特
性
を
踏
ま
え
た 

保
健
事
業
へ

２
０
１
５
年（
平
成
27
年
）6
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た「
経

済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
１
５
」
で
は
、
高
齢

者
の
フ
レ
イ
ル
対
策
推
進
が
示
さ
れ
た
。
フ
レ
イ
ル
と
は
、

加
齢
に
よ
っ
て
か
ら
だ
の
予
備
能
力
が
低
下
し
、
様
々
な

ス
ト
レ
ス
に
対
し
て
脆
弱
と
な
り
、
回
復
力
が
低
下
し
て
い

る
状
態
を
表
す
概
念
で
あ
る
。
フ
レ
イ
ル
が
進
行
す
る
と
生

活
機
能
（
日
常
生
活
動
作
等
）
の
自
立
が
損
な
わ
れ
、
要
介

護
状
態
に
移
行
す
る
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
。
そ
こ
で
、
フ
レ

イ
ル
を
抱
え
る
高
齢
者
を
早
期
に
発
見
し
て
早
期
に
介
入
す

る
こ
と
で
、
フ
レ
イ
ル
の
重
度
化
や
要
介
護
化
を
予
防
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
は
、
後
期
高

齢
者
の
保
健
事
業
の
充
実
と
し
て
フ
レ
イ
ル
が
議
論
さ
れ
て�

お
り
、
高
齢
者
の
生
活
機
能
の
自
立
維
持
を
目
的
と
す
る
保

健
事
業
を
復
活
さ
せ
る
方
向
に
舵
が
切
ら
れ
た
。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）
4
月
に
、
改
正
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
広
域
連
合
の
努
力

義
務
と
し
て
高
齢
者
の
特
性
に
応
じ
た
フ
レ
イ
ル
対
策
等
に

資
す
る
保
健
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し

こ
の
時
点
で
は
、
後
期
高
齢
者
の
健
康
特
性
と
は
何
か
、
そ

し
て
そ
れ
に
適
合
す
る
保
健
指
導
を
ど
う
組
み
立
て
る
の

か
、
手
引
き
書
等
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
厚
生

労
働
省（
保
険
局
高
齢
者
医
療
課
）は
２
０
１
６
年
度
に「
高

齢
者
の
保
健
事
業
の
あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」

を
立
ち
上
げ
、
高
齢
者
の
健
康
課
題
に
対
応
す
る
保
健
事
業

の
取
り
組
み
を
検
討
し
た
。
高
齢
者
の
健
康
課
題
に
は
、
前

述
の
フ
レ
イ
ル
の
ほ
か
、
複
数
の
慢
性
疾
患
の
併
存
、
多

剤
服
用
、
加
齢
に
伴
う
個
人
差
の
拡
大
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。�

老人保健法の保健事業実施から高齢者の保健事業
と介護予防の一体的な実施までの主な経緯

1983 年（昭和 58 年）2 月 老人保健法施行　保健事業の実施（壮
年期からの健康づくりを推進）

2000 年度（平成 12 年度）
～2004 年度（平成 16 年度）

老人保健法　第 4次計画（健康寿命
の延伸、介護予防と健康度評価）

2005 年度（平成 17 年度）
～2007 年度（平成 19 年度）

老人保健法　第 4次計画に則った単
年度計画

2008 年度（平成 20 年度） 高齢者の医療の確保に関する法律（高
確法）施行　75歳以上の健康診査（特
定健康診査に準ずる内容）の実施（努
力義務）

2015 年（平成 27 年）６月 経済財政運営と改革の基本方針 2015　
高齢者のフレイル対策の推進

2016 年（平成 28 年）4 月 改正高確法施行　高齢者の特性に応じ
たフレイル対策等の保健指導等の実施
（努力義務）

2016 年（平成 28 年）６月 経済財政運営と改革の基本方針 2016　
高齢者のフレイル対策についてガイド
ラインの作成等により更に推進

2016 年（平成 28 年）7 月 厚生労働省　高齢者の保健事業のあり
方検討ワーキンググループの設置　高
齢者の保健事業の全国的な横展開

2018 年（平成 30 年）4 月 厚生労働省　「高齢者の特性を踏まえ
た保健事業ガイドライン」の公表

2018 年（平成 30 年）６月 経済財政運営と改革の基本方針 2018　
市町村による介護予防・フレイル対策
や生活習慣病等の疾病予防・重症化予
防の一体的な実施の検討

2018 年（平成 30年）12月 厚生労働省　「高齢者の保健事業と介
護予防の一体的な実施に関する有識者
会議」報告書の公表

2019 年（平成 31 年）3 月 厚生労働省　後期高齢者の質問票の
策定

2019 年（令和元年）10 月 厚生労働省　「高齢者の特性を踏まえ
た保健事業ガイドライン」第 2版の
公表

2020 年（令和 2 年）4 月 医療保険制度の適切かつ効率的な運営
を図るための健康保険法等の一部を改
正する法律の公布

2020 年（令和 2 年）4 月 高齢者の保健事業と介護予防の一体的
な実施
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論 説

高
齢
者
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
健
康
状
態
を
包
括
的
に
評

価
し
、
個
別
対
応
を
基
本
と
す
る
保
健
指
導
が
必
要
で
あ

る
。
２
０
１
８
年（
平
成
30
年
）4
月
、ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
の
成
果
と
し
て
「
高
齢
者
の
特
性
を
踏
ま
え
た
保
健
事

業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
省
略
）
が

公
開
さ
れ
た
。

3
　 

一
般
介
護
予
防
事
業
と
の 

一
体
的
な
実
施
へ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
公
表
か
ら
2
か
月
後
の
２
０
１
８
年�

（
平
成
30
年
）6
月
に
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方

針
２
０
１
８
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
社
会
保
障
に
係
る
方

針
と
し
て
高
齢
者
の
通
い
の
場
を
中
心
と
し
た
介
護
予
防
・

フ
レ
イ
ル
対
策
や
生
活
習
慣
病
等
の
疾
病
予
防
・

重
症
化
予
防
、
就
労
・
社
会
参
加
支
援
を
都
道
府

県
等
と
連
携
し
つ
つ
市
町
村
が
一
体
的
に
実
施
す
る

仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
高
齢
者
の
保
健
事
業
は
、
通
い
の
場
等
に
お

け
る
一
般
介
護
予
防
事
業
と
の
一
体
的
実
施
と
い
う

枠
組
み
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

高
確
法
に
基
づ
く
後
期
高
齢
者
の
保
健
事
業
の

主
体
は
広
域
連
合
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護

予
防
は
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
制
度
の
も
と
で
独
立
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
市
町
村
が
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護

予
防
を
連
携
し
て
実
施
し
、
よ
り
効
果
的
・
効
率

的
な
健
康
づ
く
り
と
介
護
予
防
を
提
供
す
る
た
め

に
は
、
高
確
法
や
介
護
保
険
法
、
国
民
健
康
保
険
法

等
の
改
正
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
体
的
実
施
に

係
る
法
改
正
を
含
む
「
医
療
保
険
制
度
の
適
切
か
つ
効

率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
が
２
０
２
０
年
（
令
和
2
年
）
4
月

に
施
行
さ
れ
、
一
体
的
実
施
に
関
す
る
法
律
が
整
備
さ

れ
た
。
更
に
厚
生
労
働
省
は
、
２
０
１
８
年
に
作
成
し

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
一
体
的
実
施
の
内
容
を
反
映
さ
せ

る
た
め
改
訂
作
業
に
取
り
組
み
、
２
０
１
９
年
（
令
和

元
年
）
10
月
に
「
高
齢
者
の
特
性
を
踏
ま
え
た
保
健
事

業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
第
2
版
）
が
公
表
さ
れ
た
。

4
　 

後
期
高
齢
者
の
質
問
票
策
定
　

特
定
健
康
診
査
の
問
診
票
（
標
準
的
な
質
問
票
）
は
、�

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
に
関
連
す
る
生
活
習
慣
の
把
握
を
目

的
と
し
て
お
り
、
同
じ
も
の
が
後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査
で

も
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
質
問
票
は
、
低
栄
養
や
フ

レ
イ
ル
等
の
高
齢
者
の
健
康
特
性
を
把
握
す
る
に
は
不
十
分

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査
で
使
用
す
る

問
診
票
「
後
期
高
齢
者
の
質
問
票
」
が
２
０
１
９
年
（
平
成

31
年
）
3
月
に
策
定
さ
れ
た
。

こ
の
問
診
票
は
15
項
目
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
心
身
の
総

合
的
な
健
康
評
価
と
し
て
2
項
目
（
主
観
的
健
康
、
生
活
満

足
度
）、
フ
レ
イ
ル
に
関
す
る
12
項
目
（
体
力
、
認
知
機
能
、

栄
養
、
社
会
参
加
、
口
腔
）、
そ
し
て
喫
煙
習
慣
1
項
目
で

あ
る
。
項
目
1
の
主
観
的
健
康
は
、
そ
れ
を
「
良
い
」
と
評

価
し
た
高
齢
者
は
将
来
の
死
亡
リ
ス
ク
や
要
介
護
リ
ス
ク
の

低
い
こ
と
が
、
国
内
外
の
多
く
の
研
究
で
示
さ
れ
て
お
り
、

総
合
的
な
健
康
状
態
を
簡
便
に
評
価
で
き
る
優
れ
た
項
目
で

あ
る
。
フ
レ
イ
ル
関
連
項
目
の
う
ち
7
項
目
は
介
護
保
険
制

度
で
使
わ
れ
て
い
る
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
25
項
目
で
構

成
）
を
出
典
と
し
て
い
る
。

こ
の
質
問
票
の
第
一
の
目
的
は
、
高
齢
者
の
健
康
状
態
を

総
合
的
に
評
価
し
、
保
健
指
導
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
を

簡
便
に
振
り
分
け
る
こ
と
で
あ
り
、
フ
レ
イ
ル
の
判
別
・
診

断
を
目
的
と
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
フ
レ
イ

ル
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
は
、
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
や
そ
の
他
の
フ
レ
イ
ル
評
価
尺
度
の
併

用
、
身
体
能
力
の
評
価
（
握
力
、
歩
行
速
度
等
）
が
必
要
で

あ
る
。

こ
の
質
問
票
が
使
用
さ
れ
る
場
所
は
、
第
一
は
後
期
高
齢

者
の
健
康
診
査
の
場
、
第
二
の
場
は
、
一
般
介
護
予
防
事
業

の
現
場
や
通
い
の
場
等
で
あ
る
。
通
い
の
場
等
に
参
加
し
て

い
る
高
齢
者
に
こ
の
質
問
票
を
使
っ
て
総
合
的
な
健
康
状
態

を
評
価
す
る
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
が
フ
レ
イ
ル
に
関
心
を

も
っ
て
も
ら
い
、
評
価
結
果
を
も
と
に
生
活
改
善
を
促
す
こ

と
も
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
使
用
場
所
と
し
て
期
待
さ
れ

て
い
る
の
は
医
療
機
関
の
診
療
現
場
で
あ
る
。
後
期
高
齢
者

の
ほ
と
ん
ど
は
年
に
1
回
は
医
療
機
関
の
外
来
を
受
診
し
て

い
る
。
こ
の
質
問
票
が
全
国
の
医
療
機
関
で
問
診
票
と
し
て

使
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
フ
レ
イ
ル
等
を
含
む
総
合
的
な
健
康

評
価
が
浸
透
し
、
医
療
機
関
に
お
い
て
も
保
健
指
導
の
必
要

な
高
齢
者
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

5
　 

後
期
高
齢
者
の
質
問
票
の
活
用
： 

支
援
を
前
提
と
す
る
事
後
指
導
　

こ
の
質
問
票
で
健
康
状
態
を
評
価
し
た
後
は
、適
切
な
タ

イ
ミ
ン
グ
で
の
事
後
指
導
の
実
施
が
望
ま
れ
る
。「
高
齢
者

の
特
性
を
踏
ま
え
た
保
健
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン　

第
2
版
」�

の
別
添
「
質
問
票
の
解
説
と
留
意
点
」
に
は
、
事
後
指
導

に
お
け
る
留
意
点
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
指
導
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
健
康
状
態
に
つ
い
て
不
安
を
煽
る
こ
と
な
く
、

現
在
の
状
況
を
前
向
き
に
捉
え
て
も
ら
う
姿
勢
で
指
導
に

あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
高
齢
者
は
年
を
重
ね
る
ご
と
に
老

化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
お
り
、「
で
き
な
い
と

こ
ろ
」
に
目
が
向
き
や
す
い
。
そ
こ
で
、
で
き
な
い
こ
と
、

望
ま
し
く
な
い
回
答
を
真
っ
先
に
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、

高
齢
者
が
前
向
き
に
、
自
身
の
健
康
維
持
の
た
め
に
で
き

そ
う
な
こ
と
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
支
援
す
る
姿
勢
が

極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
齢
者
本
人
が
自
分
自

身
の
老
い
を
受
け
入
れ
、
今
は
何
が
で
き
る
の
か
重
要
視

し
て
も
ら
い
、「
で
き
る
こ
と
が
こ
ん
な
に
あ
る
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
健
康
評

価
と
事
後
指
導
の
場
が
、
何
歳
に
な
っ
て
も
日
々
の
生
活

の
中
に
工
夫
の
余
地
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
機
会
と
な
る�

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

後
期
高
齢
者
の
健
康
を
評
価
す
る
際
、
こ
れ
ら
の
重
要
ポ

イ
ン
ト
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
で
き
な
い
部
分
や
望
ま
し

く
な
い
部
分
だ
け
を
把
握
・
指
摘
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
質

問
票
に
よ
る
健
康
評
価
が
狙
い
と
す
る
本
来
の
意
義
が
損
な

わ
れ
、
高
齢
者
の
不
安
を
煽
る
だ
け
の
有
害
な
健
康
評
価
に

な
っ
て
し
ま
う
。質
問
票
を
使
用
す
る
す
べ
て
の
専
門
職
は
、

評
価
結
果
を
伝
え
る
時
の
留
意
点
、
質
問
票
の
考
え
方
を�

十
分
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

6
　 

む
す
び
に
か
え
て

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
は
、
市

町
村
内
の
庁
内
連
携
と
と
も
に
地
域
の
医
療
関
係
団
体
等
と

の
連
携
が
必
須
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
現
は
決
し
て
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
庁
内
外
に
お
け
る
保
健
、
医
療
、

介
護
の
連
携
体
制
の
構
築
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進
に

と
っ
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
市
町
村
が
一
体
的
実
施
に
取

り
組
む
こ
と
で
、地
域
包
括
ケ
ア
が
ね
ら
い
と
し
て
い
る「
住

み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
続
け
ら
れ
る
地
域

づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
」
が
よ
り
一
層
推
進
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
や
ま
な
い
。

【プロフィール】
1988 年	 帝京大学医学部　卒業
1992年	 	帝京大学大学院医学研究科　修了・

博士（医学）
1996年	 	ハーバード大学大学院　修了・

Master	of	Public	Health
1992 年	 	帝京大学医学部・助手（公衆衛生学

講座）
1996年	 	東京都老人総合研究所・研究員（疫

学部門）
2000年	 	京都大学大学院医学研究科・助教授

（医療経済学分野）
2009年	 	京都大学大学院医学研究科・准教授

（健康情報学分野）
2011年	 	東京都健康長寿医療センター研究

所・研究部長（福祉と生活ケア研究
チーム　チームリーダー）

現在、帝京大学客員教授、筑波大学客員教授
を兼務
厚生労働省	高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループ構成員（2016年度～現在）

石
いし

崎
ざき

　達
たつ

郎
ろう

出典：厚生労働省

後期高齢者の質問票	新しい後期高齢者の質問票

出典：厚生労働省

11　　　みやぎの国保 　10



Health Inf�mati�
ヘルスインフォメーション

国 保 連 コ ー ナ ー

開会の挨拶をする
菊地理事長

祝辞を述べる
細谷県歯科医師会会長

総会議長の
田中大郷町長

認知症は初期診断が重要

東北大学病院脳神経内科

青木　正志　先生

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
続
く
な

か
、
各
医
療
機
関
で
は
患
者
さ
ん
の
受
診

控
え
が
深
刻
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、

発
表
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
り
ま
す
と
今
年

の
4
月
お
よ
び
5
月
に
病
院
や
診
療
所
を

受
診
し
た
患
者
数
は
前
年
同
期
と
比
較

し
て
約
2
割
の
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

一
方
で
1
人
当
た
り
の
医
療
費
（
単
価
）

は
増
加
し
て
お
り
、「
軽
症
患
者
が
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
恐
れ
て
受
診
控
え

を
し
、
待
て
な
い
重
症
者
が
医
療
機
関
を

受
診
し
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
傾
向
は
特
に
小
児
科
・
耳
鼻
科
な
ど
が

顕
著
で
、
私
が
勤
務
す
る
大
学
病
院
で
も

明
ら
か
に
地
域
か
ら
紹
介
し
て
頂
い
て
い

る
新
患
患
者
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
れ
が

継
続
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
領
域
で
も

「
認
知
症
」患
者
さ
ん
へ
の
影
響
は
大
き
く
、

受
診
控
え
や
外
出
自
粛
の
影
響
に
伴
い
認

知
症
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆

様
、
ご
存
じ
の
通
り
認
知
症
患
者
は
年
々

増
加
し
て
お
り
、
現
在
は
５
０
０
万
人
あ

ま
り
、
２
０
２
５
年
に
は
７
５
０
万
人
に

達
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
の
忘
れ
が	

　

疑
わ
れ
た
ら

と
こ
ろ
で
も
の
忘
れ
が
疑
わ
れ
た
場
合
は

ど
の
病
院
を
受
診
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う

か
？　

最
近
は
も
の
忘
れ
外
来
を
標
榜
し

て
い
る
病
院
も
あ
り
ま
す
が
、
宮
城
県
内
で

は
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
認
知
症
を
き

た
す
代
表
的
な
疾
患
は
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

認
知
症
で
す
が
、
そ
れ
に
似
た
病
気
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
最
初
の
診
断
は
是

非
、
脳
の
専
門
医
で
あ
る
脳
神
経
内
科
医

を
受
診
さ
れ
る
の
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
も

の
忘
れ
を
主
訴
に
外
来
を
受
診
さ
れ
る
患

者
さ
ん
の
中
に
は
日
常
生
活
に
は
影
響
が

ほ
と
ん
ど
な
く
、
認
知
症
と
診
断
で
き
な
い

状
態
（
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
）
の
方
も
た
く
さ
ん

お
ら
れ
、
軽
度
認
知
症m

ild�cognitive�
im
pairm

ent

（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
）
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
認
知
症
の
診
断
の
た
め
に
は
病
歴

な
ど
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
仕
事
や
日
常
生

活
に
お
い
て
認
知
機
能
障
害
が
疑
わ
れ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
か
だ
け
で
は
な
く
、

徘
徊
や
興
奮
な
ど
の
行
動
症
状
や
幻
覚
や

不
安
、
抑
う
つ
な
ど
の
心
理
症
状
な
ど
も

確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
前
号
で
紹

介
し
た
ハ
ン
マ
ー
を
用
い
た
「
神
経
診
察
」

も
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
認
知
機
能
の
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト
や
甲
状
腺
機
能
な

ど
の
血
液
検
査
や
脳
の
Ｃ
T
あ
る
い
は�

Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
も
考
慮
し
ま
す
。

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
に
似
た
病

気
と
し
て
は
血
管
性
認
知
症
、
レ
ビ
ー
小

体
型
認
知
症
、
て
ん
か
ん
や
内
科
疾
患
に

伴
う
も
の
等
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

レ
ビ
ー
小
体
型
認
知
症
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
と
同
じ
よ
う
に
神
経
に
α
ア
ル
フ
ァ・
シ
ヌ
ク
レ

イ
ン
と
い
う
ゴ
ミ
の
よ
う
な
塊
が
た
ま
っ

て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て�

お
り
、
共
通
の
病
態
が
あ
る
こ
と
が
解
明

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

治
療
薬
の	

　

開
発
も
重
要

現
在
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
に

対
し
て
は
主
に
4
種
類
の
薬
剤
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
薬
剤
で
も
認
知
症

を
直
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
世
界
中
で

新
し
い
治
療
薬
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
米

国
製
薬
大
手
の
バ
イ
オ
ジ
ェ
ン
社
と
日
本

の
エ
ー
ザ
イ
社
が
共
同
開
発
す
る「
ア
デ
ュ

カ
ヌ
マ
ブ
」
で
す
。
今
年
7
月
に
米
国
で

承
認
の
申
請
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
は
脳
内
に
ア
ミ
ロ
イ

ド
βベ
ー
タ
が
た
ま
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

ア
デ
ュ
カ
ヌ
マ
ブ
は
こ
の
ア
ミ
ロ
イ
ド
β

を
除
去
で
き
る
初
め
て
の
薬
と
し
て
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

令和 2 年度第１回通常総会開催

令和元年度事業報告および
各種会計歳入歳出決算など　原案どおり可決
7 月 22 日（水）、本会会議室において「令和 2 年度第 1 回通常総会」を開催し、
令和元年度事業報告など審議事項全 17 件について原案どおり可決した。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症	

緊
急
包
括
支
援
交
付
金
事
業
へ
の
協
力

開
会
に
先
立
ち
本
会
菊
地
理
事
長
（
岩

沼
市
長
）
は
、「
昨
年
５
月
に
「
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立

し
、
医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的

な
運
営
を
図
る
た
め
、
本
年
４
月
か
ら
高

齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的

実
施
が
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
令
和
３
年

３
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ

ム
の
本
稼
働
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症（
以
下
、「
新

型
コ
ロ
ナ
」
と
い
う
。）
対
策
を
柱
と
し
た

「
令
和
２
年
度
第
２
次
補
正
予
算
」
が
６
月

12
日
の
参
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
会
に
関
係
す
る
部
分
と
し
て
は
、「
医

療
機
関
へ
の
資
金
繰
り
支
援
対
策
」
と
し
て
、

連
合
会
が
本
来
７
月
に
支
払
う
診
療
報
酬
の

一
部
を
６
月
に
受
け
取
る
こ
と
を
希
望
す
る

医
療
機
関
等
に
対
し
て
「
診
療
報
酬
の
概
算

前
払
い
」
を
実
施
し
、
医
療
機
関
の
経
営
支

援
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
厚
労
省
よ
り
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括
支
援
交
付
金

事
業
」
と
し
て
、「
医
療
従
事
者
等
へ
の
慰

労
金
の
支
給
」
お
よ
び
「
感
染
防
止
等
の

た
め
の
支
援
対
策
」
に
つ
い
て
は
、「
受
付
」

お
よ
び
「
慰
労
金
、
支
援
金
の
振
込
」
へ

の
協
力
要
請
が
あ
り
、
宮
城
県
と
対
応
を

協
議
し
て
い
る
。

本
会
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
み

を
通
じ
て
蓄
積
し
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
十

分
に
活
か
し
、
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
を

適
切
に
発
揮
し
、
地
域
医
療
等
の
確
保
の

た
め
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。」
と
挨
拶
を
述
べ
た
。

口
腔
ケ
ア
、	

健
康
管
理
に
よ
る
予
防

続
い
て
、
来
賓
祝
辞
と
し
て
宮
城
県
歯

科
医
師
会
細
谷
会
長
か
ら
は
、「
新
型
コ
ロ

ナ
が
、
世
界
各
国
で
感
染
拡
大
し
て
お
り
、

日
本
に
お
い
て
も
現
在
第
二
波
の
拡
大
が

起
き
て
い
る
状
況
で
あ
る
が
、
日
本
だ
け

で
な
く
世
界
各
国
が
感
染
に
よ
る
生
命
危

機
へ
の
回
避
、
自
粛
活
動
に
よ
る
経
済
破

綻
の
回
避
、
こ
の
二
つ
の
対
応
の
相
い
れ

な
い
側
面
に
よ
り
、
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て

い
る
と
思
う
。
こ
の
二
つ
に
い
か
に
折
り

合
い
を
つ
け
て
両
立
さ
せ
る
か
が
大
き
な

課
題
と
な
る
。

歯
科
の
臨
床
現
場
と
い
う
の
は
感
染
リ

ス
ク
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
今
日

ま
で
日
本
全
国
の
歯
科
医
療
の
現
場
で

感
染
が
発
生
し
た
と
い
う
事
例
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
や
肝
炎
の
感
染
予

防
対
策
を
通
じ
、
感
染
予
防
対
策
の
レ

ベ
ル
が
向
上
し
て
き
て
い
る
。
今
回
の
新

型
コ
ロ
ナ
と
い
う
の
は
、
目
、
鼻
、
口
か

ら
が
感
染
経
路
に
な
っ
て
お
り
、
特
に

口
腔
が
一
番
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
特

に
、
舌
の
粘
膜
の
レ
セ
プ
タ
ー
に
対
し
て

付
着
し
や
す
く
、
そ
れ
に
口
腔
内
の
細
菌

が
重
症
化
さ
せ
る
と
い
う
一
つ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。
口
腔
ケ
ア
、
健
康
管
理
が
歯
科
疾

患
の
発
症
予
防
、
重
症
化
予
防
に
つ
な
が

る
だ
け
で
な
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
の
発

症
予
防
、
重
症
化
予
防
に
通
じ
て
い
る
と

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
２
０
２
０
年

骨
太
の
方
針
に
明
確
に
う
た
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
山
梨
県
で
は
6
月
の
県
議

会
に
お
い
て
18
歳
以
上
の
県
民
す
べ
て

に
対
し
歯
科
検
診
・
口
腔
保
健
指
導
を
無

料
で
行
う
こ
と
が
可
決
さ
れ
た
。
是
非
全

国
で
、
ま
た
宮
城
県
に
お
い
て
も
、
特
に

市
町
村
の
方
々
に
お
い
て
こ
の
施
策
を

講
じ
ら
れ
る
こ
と
を
御
検
討
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
。
最
後
に
、
本
日
の
総
会
が

実
り
あ
る
も
の
に
な
る
こ
と
を
祈
願
す

る
。」
と
祝
辞
を
賜
っ
た
。
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国 保 連 コ ー ナ ー国 保 連 コ ー ナ ー

編 集 後 記編 集 後 記

国 保 連 日 誌国 保 連 日 誌 提出議案
報　告　事　項
報告第 1 号　	中期経営計画（平成29年度〜令和元年度）最終評価について
専決処分報告（報告第 2号〜第 13号）
報告第 2 号　	令和元年度一般会計歳入歳出補正予算（第 2号）
報告第 3 号　	令和元年度診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入

歳出補正予算（第 4号）
報告第 4 号　	令和元年度介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）歳

入歳出補正予算（第 4号）
報告第 5 号　	令和元年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務

勘定）歳入歳出補正予算（第 2号）
報告第 6 号　	令和元年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務

勘定）歳入歳出補正予算（第 3号）
報告第 7 号　	令和元年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（業

務勘定）歳入歳出補正予算（第 2号）
報告第 8 号　	令和元年度診療報酬審査支払特別会計（抗体検査等費用

に関する支払勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
報告第 9 号　	令和元年度介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費

等支払勘定）歳入歳出補正予算（第 3号）
報告第 10号　	令和 2年度診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳

出補正予算（第 1号）
報告第 11号　	令和 2年度診療報酬審査支払特別会計（診療報酬支払勘定）

歳入歳出補正予算（第 1号）
報告第 12号　	令和 2年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘

定）歳入歳出補正予算（第 1号）
報告第 13号　	令和 2年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（後期高

齢者医療診療報酬支払勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
審　議　事　項
議案第 1 号　令和元年度事業報告について
議案第 2 号　令和元年度各種会計歳入歳出決算について
1　一般会計
2　診療報酬審査支払特別会計
　（業務勘定）
　（診療報酬支払勘定）
　（公費負担医療費支払勘定）
　（出産育児一時金等に関する支払勘定）
　（抗体検査等費用に関する支払勘定）
3　職員退職手当特別会計
4　介護保険事業関係業務特別会計
　（業務勘定）
　（介護給付費等支払勘定）
　（公費負担医療等に関する報酬等支払勘定）
5　障害者総合支援法関係業務等特別会計
　（業務勘定）
　（障害介護給付費支払勘定）
　（障害児給付費支払勘定）
6　後期高齢者医療事業関係業務特別会計
　（業務勘定）
　（後期高齢者医療診療報酬支払勘定）
　（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）
7　特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
　（業務勘定）
　（特定健診・特定保健指導等費用支払勘定）
8　財産目録
9　監査報告（別冊）
議案第 3 号　財産の処分について
議案第 4 号　規約の一部を改正する規約
議案第 5 号　令和 2年度一般会計歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 6 号　	令和 2年度診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入

歳出補正予算（第 2号）
議案第 7 号　	令和 2 年度介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）

歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 8 号　	令和 2年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務

勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 9 号　	令和 2年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務

勘定）歳入歳出補正予算（第 2号）
議案第 10号　	令和 2年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（業

務勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 11号　	令和 2年度診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療費支

払勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 12号　	令和 2年度介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費等

支払勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 13号　	令和 2年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害介

護給付費支払勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 14号　	令和 2年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害児

給付費支払勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 15号　	令和 2年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（後期高

齢者医療診療報酬支払勘定）歳入歳出補正予算（第 2号）
議案第 16号　	令和 2年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（特定

健診・特定保健指導等費用支払勘定）歳入歳出補正予算（第 1号）
議案第 17号　債務負担行為の設定
そ　の　他
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について

総
会
議
長
に	

大
郷
町
長
が
就
任

そ
の
後
、
総
会
議
長
に
田
中
大
郷
町
長

が
選
出
さ
れ
、
議
事
に
入
っ
た
。
初
め
に
、

本
会
山
﨑
常
務
理
事
か
ら
提
出
議
案
に
つ

い
て
総
括
的
な
説
明
を
行
っ
た
。
次
に
、

事
務
局
か
ら
報
告
事
項
と
し
て
「
各
種
会

計
補
正
予
算
」
等
専
決
処
分
を
含
む
13
件

を
報
告
し
た
。
審
議
事
項
に
移
り
、
令
和

元
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算
報
告
が
中
心

に
議
案
第
１
号
か
ら
議
案
第
17
号
ま
で
の

全
17
項
目
の
説
明
を
行
な
い
、
全
議
案
と

も
異
議
な
く
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

最
後
に
、
山
﨑
常
務
理
事
か
ら
国
保
連

合
会
を
め
ぐ
る
状
況
等
を
報
告
し
、
閉
会

し
た
。

※公告の詳細は本会ウェブサイトに掲載しております。

※開催場所の記載がないものは原則本会会議室で開催

安倍総理が電撃辞任となった。長期政権であったため、ニュースを
知って驚いた人は多かったのではないだろうか。日本は国内のことで
手一杯になる中、商船三井がモーリシャス沖で起こした事故は忘れて
はいけないと感じる。現地では、観光や海で生計を立てている住民
が多く、暮らしが脅かされている。日本から油吸着材を送ってはいるが、
現地では髪の毛を切ったもので油を吸収するという地道な作業を行っ
ているという。時間が経つにつれてこのニュースが取り上げられなくな
り、政治や経済のニュースが増えメディアの放送には悲しくなることが

ある。菅総理が誕生し、執筆している段階では支持率は歴代の中で
も高い。そのことに油断することなく、事故前のモーリシャスの海同
様にクリアな政治を行ってほしいものである。

なお、表紙の「名取熊野三社」は、熊野神社の総本社を構成する3つ
の神社「紀伊熊野三山」と同様の位置関係で祀られており、全国でも
ここだけと言われています。（T.S）

令和２年７月
	 7 日	 三役会議・監事会
	 9 日	 宮城県国民健康保険診療施設協議会監事会
	 13 日	 第２回理事会
	 15 日	 第１回宮城県保険者協議会幹事会
	 16 日	 東北地方国保運営協議会代表者連絡協議会（書面開催）
	 22 日	 第１回通常総会
	 28 日	 第１回在宅保健師等会運営委員会（書面開催）
	 29 日	 第２回宮城県保険者協議会

・柔道整復療養費審査委員会	 16 日
・診療報酬審査委員会	 17、18 日、20〜 22 日
・介護給付費等審査委員会（医療部会）	 20 日
・介護サービス苦情処理委員会	 21 日

令和２年８月
	 7 日	 第三者行為求償事務担当者研修会

・柔道整復療養費審査委員会	 14 日
・診療報酬審査委員会	 19 〜 22 日、24日
・介護給付費等審査委員会（医療部会）	 21 日

介護保険業務に係る保険者巡回訪問
	8 月	 多賀城市

レセプト点検事務巡回支援
	９月	 宮城県建設業国保組合、大和町、石巻市、亘理町

レセプト点検事務巡回支援
	10 月		大崎市、村田町、大河原町、東松島市、南三陸町、

塩竈市、丸森町、山元町、気仙沼市
	11 月	 	多賀城市、栗原市、七ヶ宿町、白石市、大郷町、

利府町

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施	
（後期高齢者医療広域連合への支援）
	７月	 大河原町、山元町

特定健診等データ管理システム保険者巡回訪問
	７月	 多賀城市、利府町、大河原町、名取市、涌谷町、栗原市
	８月	 	南三陸町、大和町、登米市、亘理町、丸森町、	

歯科医師国保組合、美里町
	９月	 気仙沼市、東松島市、塩竈市、川崎町、白石市

KDBシステム保険者巡回訪問
	８月	 	大和町、角田市、丸森町、松島町、山元町、美里町
	９月	 	多賀城市、塩竈市、大衡村、色麻町、石巻市、

岩沼町、亘理町

介護保険業務に係る保険者巡回訪問
	９月	 蔵王町、白石市

障害者介護給付費等審査支払業務に係る市町村巡回訪問
	９月	 柴田町、村田町、仙台市

令和２年９月
	7、8 日	 市町村国保・保健及び国保組合等関係者研修会
	 25 日	 国保料（税）収納率向上対策研修会（宮城県と共催） ・柔道整復療養費審査委員会	 15 日

・診療報酬審査委員会	 17 〜 19 日、23、24 日
・介護給付費等審査委員会（医療部会）	 24 日

障害者介護給付費等審査支払業務に係る市町村巡回訪問
	10 月	石巻市

令和２年 10 〜 12 月の行事予定
10 月	15、16日	 糖尿病性腎症重症化予防研修会
	　　　28日	 保険料（税）適正算定マニュアル研修会
	　　　29日	 第２回国保問題調査研究委員会
	11 月 17 日	 市町村国保主管課長・国保組合事務（局）長会議
	 26、27日	 介護給付適正化等システム説明会

・柔道整復療養費審査委員会	 毎月	中旬
・診療報酬審査委員会	 〃	 中旬〜下旬
・介護給付費等審査委員会（医療部会）	 〃	 下旬
・介護サービス苦情処理委員会	 〃	 下旬

介護保険業務に係る保険者巡回訪問
	10 月	亘理町、山元町、岩沼市、大河原町
	11 月	涌谷町、美里町、東松島市
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旬の
たより

金のいぶき
旬の食材の紹介

栄養が豊富で、リラックス効果のある GABA、老化
防止作用のビタミン E、腸内環境を整える食物繊維
が含まれています。また、豊富な栄養素に加え、プチッ
とはじける独特の食感でありながら、もっちりとした
炊き上がりのため、冷めてもおいしい玄米です。

れんこん
ビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCは、
熱に弱い栄養ですが、れんこんはでんぷんに守ら
れているため壊れにくく、加熱調理をしても栄養
素をしっかりとることができ、免疫力を高めてく
れます。また、食物繊維も豊富に含まれています。

旬の食材の紹介

この印刷物は、
輸送マイレージ低減による CO2 削減や
地産地消に着目し、国産米ぬか油を
使用した新しい環境配慮型インキ
「ライスインキ」で印刷しており、
印刷用紙へのリサイクルが可能です。
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❶	 	金のいぶきはさっと洗って、水気をしっかり切る。
炊飯器の内釜に入れて、Aを加え、白米モード
で炊く。

❷	 	ごぼうはささがき、れんこんはいちょう切り、
干ししいたけは水で戻して千切り、にんじんは
細めの短冊切りにしておく。

❸	 	いんげんは塩ゆでして、斜め薄切りにしておく。

❹	 	鶏モモ肉は一口大に切る。❹鍋にB、鶏モモ肉、
ごぼう、れんこん、干ししたけ、にんじんを入れ
て火にかけ、煮汁が無くなるまで炒り煮にする。

❺	 	❶の金のいぶきの昆布を取り出し、千切りにして
❹の食材と一緒にご飯を戻す。

❻	 	よく混ぜて、茶碗に盛り付け、いんげんを飾る。

作り方 【1人あたり栄養価】エネルギー……319㎉　　塩分……0.9 ｇ

寄稿者紹介

涌谷町健康課健康づくり班
管理栄養士
行政栄養士歴７年

山
やま

口
ぐち

　貴
たか

之
し

好きな料理
　豚肉の生姜焼き

料理のポイント

金のいぶきは、白米に混ぜ
て炊くだけでも栄養価がアッ
プ する手 軽さがポイントで
す。白米：金のいぶき＝ 2：1 
が 黄 金 比と言 わ れており、
炊飯方法も通常どおりで、冷
めてからでもぷちっとした食
感をおいしくいただけます。

コロナに負けない、免疫力UPレシピ！

金のいぶきのかやくごはん

涌谷町の食
本町は自然豊かで仙台平野や栗駒山を一望できる箟

のの

岳
だけ

山が町の
中心に鎮座しています。特産品は小ねぎやほうれん草、水菜など
で、小ねぎは関東以北で最大産地となっています。また、涌谷町
の豊かな自然から育った新鮮な農林産物等を販売している産直セ
ンターがあり、農家を中心とした会員が生産した野菜や果物、米、
加工品、生花を数多く産地直売しています。
郷土料理は「おぼろどうふ汁」で、とろけるような食感のおぼろ豆

腐やしいたけを使った優しい味わいで、観光に来た方にも好評です。
ぜひ、足を運び涌谷町の魅力に触れてみてください。

【材料】4 人分
金のいぶき………………… 2 合（300g）
ごぼう………………………………… 60g
れんこん……………………………… 40g
干ししいたけ………………………… 2 枚
にんじん……………………………… 40g
鶏モモ肉………………………………100g
いんげん……………………………… 4 本
　 水 ……………………………… 480cc
　 昆布 ……………………………… 5cm
　 干ししいたけの戻し汁 + 水 … 200cc
　 めんつゆ 3 倍濃縮 ………… 大さじ 2B

A


